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◎江東区告示第１２２号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条の２の規定による撤去等に要し

た費用の徴収については、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

に基づき次のとおり私人に委託したので、同条第

２項の規定に基づき告示する。 

  令和５年４月６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 委託の相手方  東京都中央区新富一丁目８

番８号 

シンテイ警備株式会社 

代表取締役 安見 竜太 

２ 委託の期間   令和５年４月１日から令和

６年３月３１日まで 

３ 委託の内容   自転車の撤去等に要した費

用（手数料）の収納事務 

                    

◎江東区告示第１２３号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞

退について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の６第１項の

規定による確認の辞退があったため、法第５８条

の１１第２号の規定により別紙のとおり告示する。 

令和５年４月７日 

       江東区長  山 﨑 孝 明    

（別紙） 

施設名 所在地 辞退年月

日 

施設等

の種類 

ゆらりん

豊三保育

園 

江東区豊洲三

丁目２番２０

号豊洲フロン

ト１０６ 

令和５年

４月１日 

認 可外

保 育施

設 

ゆらりん

豊洲保育

園 

江東区豊洲五

丁目５番１号

豊洲シエルタ

ワー３０４号

室 

令和５年

４月１日 

認 可外

保 育施

設 

ナーサリ

ールーム

ベリーベ

アー東陽

町 

江東区南砂二

丁目６番３号

サンライズビ

ル東陽ビル３

階 

令和５年

４月１日 

認 可外

保 育施

設 

つくしの

家保育室 

江東区大島四

丁目１番６‐
１５２号 

令和５年

４月１日 

認可外

保育施

設 

ひまわり

保育室 

江東区新砂三

丁目３番５３

号アルカナー

ル南砂２‐Ｆ 

令和５年

４月１日 

認可外

保育施

設 

マミー保

育センタ

ー南砂町 

江東区新砂三

丁目４番３５

号ニューライ

ズシティ１階

託児室 

令和５年

４月１日 

認可外

保育施

設 

伊藤 真

智子 

江東区東砂七

丁目 

令和４年

３月３１

日 

認可外

保育施

設 

茂川 奈

保美 

江東区大島四

丁目 

令和３年

１０月２

２日 

認可外

保育施

設 

小川 莉

奈 

江東区大島一

丁目 

令和３年

４月２７

日 

認可外

保育施

設 

くるみル

ーム 

江東区豊洲四

丁目９番１３

‐１３２号 

令和５年

４月１日 

病児保

育事業 

                    

◎江東区告示第１２５号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和５年４月１０日 

       江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２４２１ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ハートケアセンター 

東京都江東区北砂５‐１４‐１４ 原田ビ

ル２階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社ハートケアセンター 

東京都江東区北砂５‐１４‐１４ 原田ビ

ル２階 

取締役 髙山 惠美子 

４ 廃止年月日 

令和５年３月１５日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

告 示 
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◎江東区告示第１２６号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年４月１０日 

       江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３９０８００４８８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

シルバージム砂町 

東京都江東区北砂４‐３５‐１３ カガ

ミビル１Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

ＡＬＬＵＲＥ ＷＯＲＬＤ株式会社 

東京都港区港南４‐６‐８‐７０８ 

代表取締役 李 洋 

４ 廃止年月日 

令和５年３月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１２７号 

 介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和５年４月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７１００３０４５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

いきいき・がくだい 

東京都目黒区碑文谷５‐１２‐１ ＴＳ

碑文谷ビル３階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

特定非営利活動法人いきいき福祉ネットワー

クセンター 

東京都目黒区碑文谷５‐１２‐１ ＴＳ

碑文谷ビル３階 

理事長 駒井 由起子 

４ 廃止年月日 

  令和５年１月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１２８号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和５年４月１０日 

       江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３９０２００２４２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

Ｂｅｓｔシニアフィットネス湊 

東京都中央区湊３‐２‐９ 丹波ビル１ 

階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ベスト・ケアー 

東京都板橋区小茂根１‐２５‐２２‐１０ 

１ 

代表取締役 柳澤 敏郎 

４ 廃止年月日 

令和５年３月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１２９号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和５年４月１０日 

       江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３９０２００２５９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

Ｂｅｓｔジムスタジオ入船 

東京都中央区入船３‐１‐２ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ベスト・ケアー 

東京都板橋区小茂根１‐２５‐２２‐１０ 

１ 

代表取締役 柳澤 敏郎 

４ 廃止年月日 

令和５年３月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                     



令和 5年 5月 15日（月曜日）     江 東 区 公 報            （第 903号） 

 

 

 

5 

◎江東区告示第１３０号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第 

 

 

 

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和５年４月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１３１号 

 令和５年４月１１日に専決処分された令和５年

度補正予算を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２１９条第２項の規定に基づき、次のとお

り公表する。 

  令和５年４月１１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
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令和５年度江東区一般会計補正予算（第１号） 

令和５年度江東区一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 633,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 237,637,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「別表歳入歳出予算補正」による。 
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◎江東区告示第１３２号 

 介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

  令和５年４月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００６３７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  いちばん星のいえ 

   東京都江東区常盤２‐１２‐５ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社こだま 

   東京都江東区森下２‐１７‐７さくらマン

ション２Ａ 

代表取締役 宮川 美葉 

４ 指定年月日 

令和５年４月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第１３３号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

  令和５年４月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２９００ 

２ 事業所の名称及び所在地 

リキ ケアサポート 

東京都江東区東陽４丁目８番３号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社リキケア 

東京都江東区東陽４丁目８番３号 

代表取締役 藤井 里栄子 

４ 廃止年月日 

令和５年３月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第１３４号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお



（第 903 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 5 月 15日（月曜日） 

 

 

 

8 

り告示する。 

  令和５年４月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０３８６６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ＧＴＬケアプランセンター亀戸 

東京都江東区亀戸９‐３４‐１‐１３７ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  グッドタイムリビング株式会社 

東京都千代田区丸の内１‐９‐１ 

代表取締役 岡口 雅信 

４ 廃止年月日 

令和５年３月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第１３６号 

都市計画事業の図書の縦覧について 

令和５年４月３日付け東京都告示第４００号に

係る東京都市計画公園事業の認可について、東京

都知事小池 百合子から都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第６２条第１項の規定による図

書の写しの送付があったので、同条第２項の規定

により縦覧し、都市計画法施行規則（昭和４４年

建設省令第４９号）第４９条の規定により、縦覧

場所を次のように公告する。 

  令和５年４月１２日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課 

                    

◎江東区告示第１３７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５

２条第１項の規定及び江東区長の職務代理順序に

関する規則（令和２年４月江東区規則第４９号）

に基づき、令和５年４月１２日から同年４月２４

日までの間、副区長押田文子が区長の職務を代理

する。 

  令和５年４月１２日 

     江東区長職務代理者       

副区長  押 田 文 子    

                    

◎江東区告示第１３８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５

２条第１項の規定及び江東区長の職務代理順序に

関する規則（令和２年４月江東区規則第４９号）

に基づき、令和５年４月１２日から同年４月２４

日までの間、副区長押田文子が区長の職務を代理

するに当たり、当該期間における公文書等に表記

する職名及び使用する公印は、江東区長とあるも

のは江東区長職務代理者と読み替え、江東区長印

は江東区長代理印と、専用江東区長印は専用江東

区長代理印とみなす。 

  令和５年４月１２日 

     江東区長職務代理者       

副区長  押 田 文 子   

                  

◎江東区告示第１４４号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和５年４月２４日 

       江東区長職務代理者 

副区長  押 田 文 子  

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１４５号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の取消しをした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

  令和５年４月２６日 

江東区長  木 村 弥 生    

           記 

１ 取消しに係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 取消しの年月日 

令和５年４月２６日 

３ 取消しに係る道路の位置 

江東区南砂七丁目２１５１番９の一部、２１ 

５１番１０の一部 

４ 取消しに係る道路の延長及び幅員 

取消し 幅員４．００ｍ 延長１５．３０ｍ 

                    

◎江東区告示第１４９号 

令和５年４月２８日付東京都告示第６２３号に
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係る東京都市計画区域区分の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

  令和５年４月２８日 

江東区長  木 村 弥 生    

 記 

都市計画の

種類 

東京都市計画区域区分（江東区

分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

市 街

化 区

域 

追 加

す る

部 分 

有明三丁目地内 

市 街

化 調

整 区

域 

追 加

す る

部 分 

有明三丁目地内 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１５０号 

令和５年４月２８日付東京都告示第６２５号に

係る東京都市計画用途地域の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

  令和５年４月２８日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

都市計画の

種類 

東京都市計画用途地域（江東区

分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

第 一

種 住

居 地

域 

追 加

す る

部 分 

若洲二丁目及び

若洲三丁目各地

内 

準 工

業 地

域 

追 加

す る

部 分 

東雲一丁目及び

東雲二丁目各地

内、有明三丁目

地内 

工 業

地 域 

削 除

す る

部 分 

東雲一丁目及び

東雲二丁目各地

内 

工 業

専 用

地 域 

削 除

す る

部 分 

若洲二丁目及び

若洲三丁目各地

内 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１５１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１９条第１項

の規定により、東京都市計画特別工業地区を変更

したので、同法第２１条第２項において準用する

同法第２０条第１項の規定により告示し、同条第

２項の規定により縦覧に供する。 

  令和５年４月２８日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

都市計画の

種類 
東京都市計画特別工業地区 

都市計画を

定める土地

の区域 

第二種特別工業

地区 

再計測による面

積の変更 

第三種特別工業

地区 

再計測による面

積の変更 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画課

（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１５２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１９条第１項

の規定により、東京都市計画高度地区を変更した

ので、同法第２１条第２項において準用する同法

第２０条第１項の規定により告示し、同条第２項

の規定により縦覧に供する。 

  令和５年４月２８日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

都市計画の

種類 
東京都市計画高度地区 

都市計画を

定める土地

の区域 

第 二

種 高

度 地

区 

再計測による面積の変更 

第 三

種 高

度 地

区 

再計測による面積の変更 

最 低

限 高

度 地

区 

再計測による面積の変更 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第１５３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１９条第１項

の規定により、東京都市計画防火地域及び準防火

地域を変更したので、同法第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第１項の規定により告示

し、同条第２項の規定により縦覧に供する。 
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  令和５年４月２８日 

江東区長  木 村 弥 生    

記 

都市計画の

種類 

東京都市計画防火地域及び準防火

地域 

都市計画を

定める土地

の区域 

防 火

地 域 

追 加

す る

部 分 

東雲一丁目及び

東雲二丁目、有

明三丁目地内 

準 防

火 地

域 

削 除

す る

部 分 

東雲一丁目及び

東雲二丁目地内 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第７号 

 下記により、令和５年第４回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年４月２４日 

江東区教育委員会           

教育長  本多 健一朗    

記 

１ 日時 令和５年４月２７日（木） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

日程第１ 議案第１７号 江東区文化財の指 

            定 

４ 報告事項 

(1) 令和５年４月７日現在の児童・生徒数につ

いて ほか 

５ 協議事項 

(1) 令和６年度使用教科用図書採択について 

ほか 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第９号 

 江東区議会議員及び区長の選挙におけるポスタ

ー掲示場の設置に関する条例（昭和５７年条例第

５５号）第１条の規定により、令和５年４月２３

日執行の江東区議会議員選挙及び江東区長選挙に

おけるポスター掲示場を別紙の場所に設置する。 

令和５年４月１１日 

    江東区選挙管理委員会 
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◎江東区選挙管理委員会告示第１０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

１１条第１項第４号の規定により、江東区長職務

代理者から区長が死亡された旨の通知を受けたこ

とから、同法第１１４条の規定に基づき、江東区

長選挙を行う事由が生じた。 

令和５年４月１３日 

    江東区選挙管理委員会 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり２名を抹消した。 

令和５年４月１５日 

    江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和５年４月１５日 

    江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，５５３ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３７，９４１ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

７１，２７３ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１３号 

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等

の臨時特例に関する法律（令和４年法律第８４

号）第１条の規定により、江東区議会議員選挙を

次の期日に行う。 

令和５年４月１６日 

    江東区選挙管理委員会 

選挙の期日   令和５年４月２３日 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

１４条の規定により、江東区長選挙を次の期日に

行う。 

令和５年４月１６日 

    江東区選挙管理委員会 

選挙の期日   令和５年４月２３日 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１５号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

９条の規定により、令和５年４月２３日執行の江

東区議会議員選挙及び江東区長選挙の開票の事務

は選挙会の事務に併せて行う。 

令和５年４月１６日 

    江東区選挙管理委員会 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和５年４月２３日執行の江

東区議会議員選挙及び江東区長選挙における各投

票区の投票所を次のとおり定める。 

令和５年４月１６日 

    江東区選挙管理委員会 
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◎江東区選挙管理委員会告示第１７号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条（及び

第４０条第１項但書）の規定により、令和５年４

月２３日執行の江東区議会議員選挙及び江東区長

選挙における期日前投票所を次のとおり定める。 

令和５年４月１６日 

    江東区選挙管理委員会 
期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投票

所を設ける期間

及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目 

１１番２８号 

 

 

 

 

 

令和５年４月１

７日から４月２

２日まで 

午前８時３０分

から午後８時ま

で 

 

 

 

 

森下文化セ

ンター 

江東区森下三丁目 

１２番１７号 

富岡区民館 
江東区富岡一丁目 

１６番１２号 

豊洲シビッ

クセンター 

江東区豊洲二丁目 

２番１８号 

小松橋区民

館 

江東区扇橋二丁目 

１番５号 

カメリアプ

ラザ 

江東区亀戸二丁目 

１９番１号 

総合区民セ

ンター 

江東区大島四丁目 

５番１号 

砂町区民館 
江東区北砂四丁目 

７番３号 

南砂区民館 
江東区南砂六丁目 

８番３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１８号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

５年４月２３日執行の江東区議会議員選挙及び江

東区長選挙における投票管理者及び同職務代理者

を別紙のとおり選任した。 

令和５年４月１６日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第１９号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

５年４月２３日執行の江東区議会議員選挙及び江

東区長選挙における期日前投票所の投票管理者及

び同職務代理者を別紙のとおり選任した。 

令和５年４月１６日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２０号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

８条の規定により、令和５年４月２３日執行の江

東区議会議員選挙及び江東区長選挙の選挙会の場

所及び日時については、次のとおり告示する。 

令和５年４月１６日 

         江東区選挙管理委員会 

１ 選挙会場所   ホテルイースト２１東京 

  江東区東陽六丁目３番３号 

２ 選挙会日時   令和５年４月２４日 

    午前８時開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

５条第３項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第８０条第１項の規定により、令和

５年４月２３日執行の江東区議会議員選挙及び江

東区長選挙における選挙長及び同職務代理者を別

紙のとおり選任した。 

令和５年４月１６日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９４条の規定により、令和５年４月２３日執行の

江東区議会議員選挙及び江東区長選挙における候

補者の選挙運動に関する支出の金額は、次の額を

超えることができない。 

令和５年４月１６日 

       江東区選挙管理委員会 

支出制限額 

 江東区議会議員選挙  ６，６００，０００円 

 江東区長選挙    １８，６００，０００円 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２３号 

 令和５年４月１６日付江東区選挙管理委員会告

示第１８号の一部を別紙のように改める。 

令和５年４月２３日 

       江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第２４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

０１条の３第２項の規定により、令和５年４月２
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３日執行の江東区議会議員選挙における当選人の

氏名及び住所を別紙のとおり告示する。 

令和５年４月２４日 

       江東区選挙管理委員会 
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◎江東区選挙管理委員会告示第２５号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

０１条の３第２項の規定により、令和５年４月２

３日執行の江東区長選挙における当選人の氏名及

び住所を別紙のとおり告示する。 

令和５年４月２４日 

       江東区選挙管理委員会 

〔別紙〕 
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告 示 （ 選 挙 長 ） 

 

◎江東区議会議員選挙選挙長告示第１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

６条において準用する同法第６２条第６項の規定

により、令和５年４月２３日執行の江東区議会議

員選挙における選挙立会人のくじを行う場所及び

日時を次のとおり告示する。 

令和５年４月１６日 

江東区議会議員選挙選挙長 

植 村 典 侑 

１ 場 所   江東区役所 

   江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日 時   令和５年４月２０日 

  午後５時３０分 開始 

                    

◎江東区議会議員選挙選挙長告示第２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第８

６条の４第１項の規定により、令和５年４月２３

日執行の江東区議会議員選挙において、令和５年

４月１６日別紙のとおり候補者の届出があった。 

令和５年４月１６日 

江東区議会議員選挙選挙長 

植 村 典 侑 
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◎江東区議会議員選挙選挙長告示第３号 

令和５年４月１６日付江東区議会議員選挙選挙

長告示第２号の一部を次のように改める。 

令和５年４月１７日 

江東区議会議員選挙選挙長 

植 村 典 侑 

〔以下省略〕 

                    

◎江東区長選挙選挙長告示第１号 
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 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第８

６条の４第１項の規定により、令和５年４月２３

日執行の江東区長選挙において、令和５年４月１

６日別紙のとおり候補者の届出があった。 

令和５年４月１６日 

     江東区長選挙選挙長 

              植 村 典 侑 

〔別紙〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和４年度財政援助団体等監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和５年４月１７日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       藏 田 朝 彦 

同        中 嶋 雅 樹 

同        白 岩 忠 夫 
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◎江東区監査委員告示第５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和４年度随時監査の結果を別紙のとお

り公表する。 

令和５年４月１７日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       藏 田 朝 彦 

同        中 嶋 雅 樹 

同        白 岩 忠 夫 

〔別紙〕 

令和４年度 随時監査（工事）報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

   令和４年度実施工事のうち下記工事の施工

状況を対象とした。 

  (1) 特別養護老人ホーム江東ホーム改修工事 

(2) 巽橋架替工事（その１） 

(3) 扇橋一丁目公園改修工事 

(4) 江東区立元加賀小学校校舎その他改修工 

事 

２ 監査の対象部課 

(1) 総務部営繕課 

(2) 土木部道路課、河川公園課 

(3) 教育委員会事務局学校施設課 

３ 監査の実施期日 

令和５年１月２６日 

第２ 監査の手続 

監査の対象工事について、工事概要調書及

び工事工程表等の資料を求め、監査当日は、

監査事務局にて、所管課長からの工事概要等

の説明、質疑応答等を行った後、各工事現場

において関係職員の説明を聴取しつつ、関係

書類との照査突合等、必要と認める監査を実

施した。 

第３ 監査の結果 

工事は、おおむね適正に進捗しており、特

に指摘する事項はない。 

なお、監査の際に散見された軽微な誤りに

ついては、口頭で改善を促した。 

                    

◎江東区監査委員告示第６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３８第６項の規定により、包括外部監査の

結果に基づき講じた措置について、江東区長から

通知があったので、通知内容を次のとおり公表す

る。 

令和５年４月２８日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       藏 田 朝 彦 

同        中 嶋 雅 樹 

同        白 岩 忠 夫 

記 

１ 令和４年度包括外部監査結果報告・措置概要 

  別紙のとおり 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区監査委員告示第７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和４年度第４回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和５年４月２８日 

江東区監査委員 松 土 英 男    

同       藏 田 朝 彦 

同        中 嶋 雅 樹 

同        白 岩 忠 夫 

〔別紙〕 
 

令和４年度第４回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

令和２、３及び４年度における小学校、中学

校及び幼稚園（以下「学校（園）」という。）

の財務に関する事務の執行状況及び施設の管理

状況について監査を実施した。 

なお、本年度は、「備品管理事務」を重点監

査項目とした。 

 ２ 監査の対象施設 
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 (1) 小学校(１６校) 

八名川、数矢、東陽、扇橋、東川、豊洲、

豊洲西、豊洲北、辰巳、浅間竪川、第一大

島、第五大島、第二砂町、第四砂町、小名

木川、南砂 

 (2) 中学校（8校） 

深川第六、深川第八、辰巳、東陽、第二亀

戸、第二大島、砂町、第四砂町 

 (3) 幼稚園（5園） 

つばめ、辰巳、第三大島、東砂、みどり 

 ３ 監査の実施期日 

   令和５年１月１２日から同年２月１４日ま

でのうち１８日間 

第２ 監査の手続 

監査対象施設の概要及び歳出予算の執行状

況等の関係資料の提出を求め、監査当日は、

関係職員の説明を聴取しつつ、関係書類及び

帳簿との照査突合を行うとともに、施設の内

外についても必要と認める監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務について

は、法令に従い、おおむね適正かつ効率的に

執行又は処理がされているものと認められ、

重点監査項目の契約の締結及び履行確認（検

査）についても同様であった。ただし、施設

の保全状況について一部の施設において不適

切な状況が見られたほか、児童館・保育園に

おいて基本的な事務処理における不適正な事

例が散見されたため、別項で意見を付す。 

なお、監査の際に散見された誤記その他の

事務上の軽微な誤りについては、関係部署に

対し、口頭で改善を促した。 

第４ 監査委員意見 

上記の監査の結果において、財務に関する

事務及び施設管理は、法令等に従い概ね適正

かつ効率的に執行又は処理されていたが、一

部の学校（園）において不適正な事例があっ

たので、次のとおり意見を付す。 

教育委員会事務局においては、引き続き学

校（園）に対する研修の実施やきめ細かな事

務執行の進捗状況管理等に取り組まれるとと

もに、組織体制の点検、内部統制体制の整備

についても検討を進められたい。 

１ 備品の管理について 

今年度は、備品管理事務を重点監査項目と

して監査を実施した。その結果多くの学校

（園）において適正に管理されていることを

確認したが、一部の学校（園）において、以

下のような不適正な管理を行っている事例が

見られた。 

(1) 備品台帳に登録された備品の取得日が、当

該備品の納品後に行われた検査の完了日と

齟齬があった。 

 

 (2) 備品が登録されていない。 

(3) 備品の取得金額に設置費等付随費用を含

んでいない。 

備品管理の概要や備品登録等のマニュアル

を纏めた物品名鑑等を活用しつつ、自己検査

等の徹底を図られるとともに、適正に備品の

管理を行われたい。 

２ 会計年度任用職員の勤怠管理について 

 会計年度任用職員の出勤簿、休暇・職免等

処理簿において、以下のような不適正な管理

が多数見られた。 

(1) 休暇・職免等処理簿が作成されていない。 

(2) 休暇、出張申請が、出勤簿に反映されてい

ない。また、出勤簿に休暇表示があるが、休

暇の届出がなされていない等、出勤簿と休

暇・職免等処理簿に相違がある。 

(3) 休暇・職免等処理簿に申出年月日、年次有

給休暇残日数や前年度からの繰越日数計算欄

等の記入がなされていない。 

(4) 鉛筆書きやスタンプ印が使用されている。 

教育委員会事務局より、江東区会計年度任用

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規

則、江東区職員出勤記録及び出勤簿整理規程

等に定められた勤怠管理について、周知を徹

底する等、適正に勤怠管理が行われるよう図

られたい。 

３ 現金出納簿の記帳漏れ等について 

現金出納簿において、記帳漏れや記帳誤り

の事例が複数見られた。 

江東区会計事務規則第８２条第４項におい

て、資金前渡受者は、現金出納簿を備えて出

納の都度整理しなければならない旨が定めら

れている。定期的に通帳や領収書等証憑書類

と現金出納簿を照合する等、適正に現金を管

理されたい。 

４ 特別教室における安全管理について 

図工室、家庭科室等の特別教室において保

管されている刃物、工具類の総数が管理され

ていない事例が複数見られた。 

授業等終了後に、児童、生徒より確実に返

却されているか確認するため、あるべき数量

のキャビネット等保管場所への表示や利用状

況を記録するための台帳を作成する等、事故

防止の観点から適正に管理されたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


